
障害者活躍推進計画の実施状況について 

                            令和 7年 6月 

 

和歌山県障害者活躍推進計画の令和 6年度の実施状況について公表する。 

 

(1) 継続的な障害者雇用の推進 

  令和6年6月1日時点の本県の実雇用率は3.05%となっており、令和5年同時期（2.84％）

から0.21ポイント、令和4年同時期（2.68%）から0.37ポイント改善し、法定雇用率（2.8％）

を上回った。民間の事業主に対して率先垂範する立場から、今後も継続的な雇用に取り

組んでいく。 

  なお、令和 5年 4月 1日には正規職員 2名、非常勤職員 8名、知的障害者雇用非常勤

職員 4名を採用し、令和 6年 4月 1日には正規職員 3名、非常勤職員 5名、知的障害者

雇用非常勤職員 5 名を新たに採用した。 

 

(2) 職場環境の改善に向けた取組及び庁内相談体制の整備 

令和元年 6月より、5人以上の障害者が勤務する事業所において設置が義務付けられて

いる「障害者職業生活相談員」に人事課職員を選任し、選任予定の職員に、労働局が開催

する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させ、適切な対応がとれるよう相談体制を

整えている。 

また、令和 2年 4月より、庁内の相談窓口として専門員の「障害者職業生活相談支援員」

を選任し、障害者である職員本人や、職場の支援担当者等が相談できる窓口を人事課に設

置している。 

そして、障害者職業生活相談員である人事課の職員と上記相談支援員が、新規採用職員

を中心に、面談を実施するとともに、職場の環境整備についてアドバイスを行い、積極的

に障害者の働きやすい職場環境整備に努め、定着率の向上につなげている。 

さらに、令和 3年 4月からは、上記相談支援員の勤務日数を週 1日から週 2日とし、十

分な面談時間の確保と質の向上に寄与している。 

 

(3) 職員の障害に関する理解促進・啓発のための取組  

職員が障害のある方と一緒に働く経験を持ち、障害者雇用に関する理解を深めることを

目的に、特別支援学校の生徒を対象とした県庁インターンシップを毎年継続して実施して

おり、令和 5 年度は支援学校から生徒 5名を受け入れ、令和 6 年度は支援学校から生徒 3

名を受け入れた。 

また、職員の障害に関する理解促進・啓発のため、令和 6年度は所属長の職にある職員

を対象に、「障害者雇用に関する管理者研修」を開催し、職場の障害者雇用に対する理解
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促進を図っている。 

 

(4)働きやすい職場環境整備に向けたアンケート実施の結果について 

 令和 6年 10 月に障害を持つ職員を対象にアンケートを実施。105 名の対象に対し 88名

からの回答が得られた（回答率 83.8％）。職場や仕事に関するアンケートに対する回答

の集計は以下のとおり。 

 

・アンケート実施時期及び回答率 

R4…令和 4年 9月実施       対象 85 名、回答 66 名、回答率 77.6％ 

R5…令和 5年 9月実施    対象 90 名、回答 75名、回答率 83.3％ 

R6…令和 6年 10 月実施       対象 105 名、回答 88 名、回答率 83.8％ 

 

 

問 あなたは、県庁は働きやすい職場だと思いますか。 

 

「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」と答えた職員の主な理由として、

業務量が多い等の意見が挙がった。 
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問 あなたには、職場で仕事の悩みなどを相談できる相手がいますか。 

 

「その他」の回答では、相談できる相手として「家族」や「友人」が多く挙がった。 

 

問 あなたは、配属先の作業環境（作業スペース、通路幅、トイレ、スロープ、エレベ

ーターなど）の整備状況や音声読み上げソフト、筆談支援機器などの就労支援機器の導

入状況についてどのように思いますか。 

 

 「不満である」「やや不満である」と答えた職員の主な理由として、作業スペースを広

くしてほしい等の意見が挙がった。 
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問 あなたは、県庁における人事異動での配慮や休暇制度、勤務時間に関する制度につ

いて、どのように思いますか。 

 

「不満である」「やや不満である」と答えた理由の主なものとして、障害の特性に合わ

せた休暇や勤務形態の整備の希望、人事異動の配慮等に関する理由が挙がった。 

 

問 あなたは、職場の障害に対する理解の状況について、どのように思いますか。 

 

「不満である」「やや不満である」と答えた理由の主なものとして、障害の種別や程度

等によって、周囲の理解や協力を得にくい場合があるという理由が挙がった。 
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問 職場の障害に関する理解を深めるために必要なことは何だと思いますか。 

 

職場の障害に関する理解を深めるために必要なこととして、障害者である職員ともっと

コミュニケーションをとり、本人が必要としている支援等について理解することが重要で

あるという意見が挙がった。 

 

問 あなたの担当業務の満足感について教えてください。 

 

「不満である」「やや不満である」と答えた理由の主なものとして、業務内容や業務量

について、自身の希望や能力が十分に活かされていない、長時間同じ作業をすることが疲

れる等の意見が挙がった。 
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(4) 総括 

本計画の数値目標の一つである実雇用率については、令和 6年 6月時点で 3.05％とな

り、法定雇用率の 2.8％を上回ったが、地方公共団体の法定雇用率は令和 6年 4月に 2.8％

に引上げられ、令和 8年 7月には 3.0％への引上げが予定されており、今後も本県の実雇

用率の引上げに注力していく必要がある。 

また、アンケート調査については、職場環境の満足度、職場の障害に関する理解の状況、

職務内容の満足度において「満足している」「やや満足している」と回答する職員の割合

を「80％以上」にすることを目標としているが、いずれの項目においても 80％を下回っ

た。 

引き続き専門員や関係課室が支援団体等と連携し、相談体制を充実させるとともに、研

修等により障害に関する知識・理解を深め、面談以外にも意見交換できる場を増やしてい

くことで定着率の向上に努め、どのような障害を持った職員にとっても働きやすい職場環

境の整備を目指し、より一層励んでいく。 

 

 


